
主目的 7 31 4

副目的

款 項 目 大 中

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

コピー機、印刷機等の事務機器の配備をし、市役所の業務が円滑に行われるようする。

内容

（手段）

○２５年度実施内容

資料等のコピー・印刷を行うための事務機器（コピー機12台、印刷機4台）を借上げ、庁内に

配置した。

コピー機、印刷機のうちそれぞれ1台、カラー対応のものを配置

来庁者の利便を図るため、庁舎内に2台の有料コピー機を設置した。

機器が正常に動くよう、メンテナンスを行った。

機器が常時使用可能となるよう、コピー紙、印刷機のマスター及びインクを購入した。

コピー室及び印刷室の使用済インク等の返却、使用済用紙の整理等を適宜行い、執務環

境の整備に努めた。

○25年度直接経費の内訳

　コピー用紙、インク等の消耗品（5,947千円）

  機器の修繕料（60千円）
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  機器の修繕料（60千円）

　裁断機の研磨（25千円）

  印刷機、帳合機の保守点検委託（430千円）

　コピー機、印刷機の借上げ（4,842千円）

　

○26年度直接経費の内訳

　コピー用紙、インク等の消耗品（7,500千円）

　事務機器の修繕料（50千円）

　裁断機の刃の研磨手数料（44千円）

　帳合機の保守点検委託（267千円）

　コピー機、印刷機の借上げ（5,800千円）
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事業の

達成状況

前年度に引き続き庁舎各階にコピー機を配置した。また、カラー印刷機を導入したこ

とにより、印刷時間が短縮されたため、業務を効率的に行うことができた。
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年年年年

度度度度

のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

コピー機はスキャナ機能を有しているが、職員の多くが知らない、又は使いこなしてお

らず、コピー枚数が一向に減らない。

コピーが多いため、故障が多くなる。

カラーコピー機とカラー印刷機が各1台あり、使用頻度、使用目的等を考慮のうえ、併

用するかどちらか一方のみとするか検討を行う必要がある。
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次次次次

評評評評

価価価価

一次評価のとおり。維　持

方向性の判定

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由方向性の判定

維　持

コピー機の性能を十分に活用できるよう、職員へスキャナ機能を周知するとともに、紙

の使用削減に取り組む。

カラーコピー機の契約期間がＨ２７．１０までであり、上記課題のとおり、今後のカラー

コピーとカラー印刷機の必要性を判断する。
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２７年度以降

の改善案

Ｈ２５、１２にカラー印刷機を導入したため、市役所全体の印刷物の外注が減るよう、

27年度当初予算編成に向け財政課と連携を図る。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

用するかどちらか一方のみとするか検討を行う必要がある。

上記のとおり、現状は、事務機器を適正に配置できており、過不足ない状況であるた

め、現状維持と判定した。

ただし、今年度の上記課題の検討状況によっては、縮小もあり得る。

判定理由

現在の事務機器の配備は、業務上、過不足ない状況と判断する。

配備機器の減少は、事務の停滞につながることが懸念される。

事業のボリュームを現状規模で維持すべきもの

（対象や手段を見直す場合も含む）

２６年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）


